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ポスト•ケインズ派の租税帰着論と法人税制

古 田 精 司

はじめに

• カルドア. モデルと租税帰着：新しい視角

(i) 2 つのカルドア . モ デル：供 給 . ミクロ重視と需要.マクロ重視

( i i)租税の帰着：再考

• 一般税としての利潤税の帰着：アンダーソン. モデル

( i ) カルドアのマクロ分配モデルとその均衡イヒメカニズム

( ii)利潤税の絶対的帰着

• 法人税制の改革とその帰着：イートウエル•モデル

( i ) 問題提起と3つのタイプの法人税制

( i i)独立税方式からニ段階税率. インピュチーシgン方式への移行とその帰着

• 法人税の短期的帰着モデル：アシマコプロス. バービッジ.モデル 

(i) A • B モ デル：そのミクロ •マクロの側面 

0 0 鏡f ►モデルにおける法人税の帰着 

00) 非统争モデルにおける法人税の帰者 

. ポスト•ケインズ派法人税帰着論の評価

は じ め に

ボスト • ケインズ派の租税帰着分析は， カルドアとカレツキ一の影響のもとに，有効需要理論と 

マクロ分配理論を基礎として，法人税の帰着について新し、分析視角を提供している。かれらの分 

析視角は， これま.で支配的であった新古典派の租税帰着分析に対し前ケインズ派（pre-Keynesian) 

というラペルを貼ることにより， 自らと厳しく一線を画している。果してボスト• ケインズ派の理 

論が， これまでの法人税帰着分析にどこまで新しい貢献を加えているのか—— 端的にいえぱ， こひ 

ような問題がここでの課題である。

1 . カ ル ド ア .モ デ ル と 租 税 帰 着 一 新しい視角 

( i ) 2 つ の カ ル ド ア • モ デ ル ：供 給 • ミクロ重視と需要• マクロ重視

新古典派の租税帰着分析によれぱ，完全競♦ 市場における企業の利潤極大化行動と，生産要素假 

格の伸縮性をつうじてg 動的に達成される完全雇用を前提として，要素価格は生産要素の限界生産:
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力により説明され，かつそのような分配理論を基礎にして，法人利潤に対する課税には転嫁があり 

えないことが論証された。 さらにハーバーガーは，部分利潤税である法人税の帰者について，所得 

使 途 （需要）効果，産 出 （要素集約）効果および要素代替効果という3 つの効果をつうじて，法人税 

の負担は非法人部門の資本にも及び， また労働にも及ぶ可能性があることを躯明し^^'^。

これに对しポスト• ケインズ派の重鎮の一人であるカルドアは， このような新古典派の見解は主 

として二方面から攻撃の矢を浴びているとしている。その一 :̂)は，利潤のマクロ経済理論にもとづ 

き有効需要の側面を重視するものであり，いま一つは，最近の不完全競争 . 寡占理論にもとづき， 

供給面から競争市場における価格決定に関する新古典派的見解に挑戦しようとするものであ( I )。

第一の需要• マクロ重視の観点からする新古典派批判は小論の主題であるから，次節以下で詳論 

されよう。また第二の供給. ミクロ重視の立場からするカルドア自身の批利は， ここでの主題では 

ないので次に簡単に触れるにとどめよう。

カルドアによれぱ，最も非効率的な限界企業が市場価格を決定するという限界理論の妥当性は， 

次のニ要因に依存しているとされる。その一つは，企業は短期費用が増大ないし減少というどちら 

の条件のもとで操業しているかであり，いま一'̂ ^̂は，完全競争か不完全競争か， どちらの条件のも 

とで操業しているかである。

完全競争のもとでは限界企業が価格を決定し， このことは限界企業より効率的な企業は単位費用 

が増大する条件下で操業していることを意味している。 ところがカルドアは，現実の製造業では， 

単位費用は通常は減少しているのであって増大しているのではないとする。そのIE拠は，価格が一 

定であっても生産の増加は売上（粗）利潤率の上昇をともなうところにあり， 市場需要の変動は全 

企業の活動水準の変動をもたらし，それは限界企業にかぎられるものではないからである。

このことはまた，現実には不完全競争条件が支配的であり，一般物価水準は高費用の限界企業に 

より決まるのではなく，最新鋭の設備をもつ企業の利潤マージンにより決定されることを意味する。 

そしてこのような最新鋭の設備が導入されるか否かを決定する要因は，かれによれぱ，満足するに 

足る利網の稼得機会であり，貯蓄や資金調達ではない。

技術進歩，陳腐化，それに厳しさの度を加えるマーケッティングといった条件を考慮すれば，新 

殼備の償還期間は短縮化されざるをえなくなろう。 また償還期間が短縮されれぱされるほど，新設 

傭により生産される生産物の供給値格は高くならざるをえない。企業に対する利潤税が価格の引き 

上げをつうじて転嫁されるという可能性は，かれによれぱこのような状況のもので生じてくる。一 

言にしていうならぱ，かれの抱いている価格理論は主要費用に对するマーク. アップ理論であると 

いってよいだろう。 したがって，ここではこれ以上立ち入らないことにしよう。

r三田学会雑誌」75卷 6 号 （1982年I2月）

注 （1) Harberger〔 6〕古田〔16〕を参照。

(2) Kaldor〔7〕p. 270 以下参照。



( i i ) 租 税 の 帰 着 ：再考

ポ ス ト . ケインズ派の租税帰着論は，法人税の帰着分析にどれほどの貢献を果しているのナろう

力、。現状ではこのような問題意識から分析を進めるとき， r租税の帰者J とはなにか—— という疑

問につねに答えながら（あるいはその答えを念頭に置きながら）検討を重ねる必要があると思う。帰者

(incidence)という術語がもともと多義的であるから，そのような注意を欠くことはできない。

とりわけここでは次のような論点が問われるぺきであろう。マスグレーヴによれば，租税の帰着
(3) 一

を考えるぱあい経済体系は二つに区別されている。一つは，計画貯蓄と計画投資が等しく完全雇用

が自動的に維持される「古典派体系J であり，いま一つは，民間部門において完全雇用と物躯水準

の安定が自動的には維持されない「補整的体系J である。ボ スト• ケインズ派が租税の帰者を考え

る場としての経済体系は，論理的にはこの補整的体系であろう。

さらにマスグレーヴによれば（そして一般に広く容認されているとおり）， 租税の帰着は3 つに12別
(4)

される。第 1 は，たとえぱ法人税率のみの引き上げにより生ずる分配上の変化でありr絶対的帰 

者J と ぱ れ る 。第 2 は，法人税がたとえぱ所得税により代替された結果生ずる分配上の変化であ 

り 「差別的帰着」 と呼ぱれている。そして第3 は，同額の税収と政府支出が結合された所得再分配 

効果を指すところのr均衡予算帰着J である。 これら3 つの帰着概念をくらべてみると，差別的帰 

着が最も有用かつ適切な定式化として一般に受け入れられているといってよい。

しかしながら， この差別的帰着の考え方をさきの補整的体系のなかに採り入れてみると，それは 

必ずしも有用かつ適切な定式化とはいいがたいことが分かる。たとえぱ，かりに同一の税収とマク 

ロ経済効果をもたらす所得税に代えて法人税が導入されたとき， もたらされた所得分配上の差異が 

差別的帰着として捉えられるはずである。 ところが補整的体系においては，同額の税収をもたらす 

このような代替は，総需要水準の変動により雇用. 物値水準の変動をもたらすであろう。 したがっ 

て，同一税収なり同一マクロ経済効果をもたらす租税を見つけることはできても， この2 つの条件 

を同時に満たすような租税は一般にはありえないといわざるをえない。

そしてたとえ，そのような差別的帰者が確定できたとしても，絶対的帰着についてなんらか確定 

的な発言ができるとは思えない。なぜなら，それは比較さるべき租税の性質に依存するからであゥ 

て，法人税の絶対的帰着は，比較されている基率税としての，たとえぱ所得税の絶対的帰着に依存 

して，累進的とも比例的とも逆進的ともなりうるわけである。

次節からポスト . ケインズ派の利潤税そして法人税の帰着分析の検討が始められるが，その検計 

視角の一'*̂:)は帰着分析の根抵にある基本モデルの吟味であ'り，いま一'は採用されている帰着概念 

のワ一力ピリティの吟味であるといってよい。

ポスト.ケインズ派の租税帰者論と法人税制

注 （3) Musgrave〔9〕 pp. 215-217,邦訳 pp. 324~326参照。

(4 ) Musgrave • Musgrave〔1の pp. 379-380 参照。さらに Thurow〔13〕 pp. 187-191も参照されたい。
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「三田学会雑誌J 75卷 6 号ひ982年12月}_

般 税 と し て の 利 潤 税 の 帰 着 ：アンダーソン. モデル

( i ) カルドアのマクロ分配モデルとその均衡化メカニズム

ポスト . ケインズ派の利潤税帰着分析の先駆は，カルドアのマクロ分配モデルにもとづき，単純
( 5 )

なモデルから明快な分析結果を示したアンダーソン. モデルであろう。したがって，まずアンダー

ソン . モデルを取り上げるが，その前にモデルの基礎にあるカルドアのマクロ分配モデルについて 
^  ( 6 )

簡単に触れておかねぱならない。

カルドァはr乗数理論は，産出量と雇用水準を所与とすれば，物価と賃金の関係の決定に，また

所得分配—— すなわち物価と賃金の関係—— を所与とすれば雇用水準の決定に，どちらか一方に適
C7)

用することができる」という考え方から，乗数原理を完全雇用国民所得のもとでの分配率の決定に 

適用しようとした。

まず次のような仮定から始められる。国民所得は賃金と利潤より構成され，利潤受領者は賃金稼 

得者よりも高い貯蓄性向をもつ。また投資支出は外生変数とされ，国民所得（したがって消費，貯蓄） 

を決定するものとする。さらにまた記号をつぎのごとく定める。 / " = 利潤， 1^=国民所得，ぶ„=賃 

金稼得者の限界（平均）貯蓄性向，：ぶ广利潤受領者の限界（平均）貯蓄性向， / = 投資支出，さらに 

S „ < II  Y < S p と仮定する。

政府部門と海外部門がないばあいには，マクロの均衡条件は貯蓄= 投資で表わせる。 

I=s,P+s„CY-P：) ( 1 )

よって均衡水準における利潤分配率は

( 2 )

すなわち，S p とを所与とすれば，利潤分配率P I Y は投資率 / / F により決定される。さらに

dCPIY) _  1 3
d(JIY) ~ sp-s„ り ）

H Y に関してP / Y を微分すれば，投資率の変動に対する利潤分配率変動の弾力性は， 2 つの貯蓄

性向の差が少ないほど大きいことが分かる。

モデルのもう一つの特徴は，利潤受領者が貯蓄性向を下げると利潤分配率が増大するところにあ

る。いわゆる「無尽蔵の瓶J (widow’s cruse)であり，利潤受領者が消費を増大すると資本蓄積が

減少し所得はかえって増大する。い ま に 関 し て P I Y を微分すると

dCPIY^ s„-H Y  . 4 ^
ds, - is,-s„y  け ）

注 （5) Anderson〔1〕を参照。

(6) Kaldor〔8〕を参照。

(7) Kaldor〔8〕P. 227 参照。

—— 4 (SJ2)——



ポスト.ケインズ派の租税帰着論と法人税制 

( 4 ) 式はマイナスであるから， の増加はp / y を減少せしめ，か つ の 増 加 は 賃 金 分 配 率 を 引  

き上げることになる。

カルドアのマクロ分配モデルを理解するためには，ケインズ流の単純モデルとの比较が役立つで

あろう。 ケインズ . モデルでは，投資が減少すれば貯蓄が減少し，それは所得水準の減少をもたら

す。 ところが分配モデルでは，投資が減少すれば貯蓄は減少するが，それは所得水準ではなく分配

に変動をもたらす。投資が貯蓄を下回わるとすれば，それは貯蓄性向の小さい階層にとり有利な所

得の再分配を意味する。つまり，分配モデルは総需要水準の変動があっても国民所得水準は不変で

あり，それは単にインフレ. ギャップの増減をもたらすだけと想定されている。換言すれば，分配
(8 )

モデルでは所得水準は一定であり，かつ完全雇用経済に限定されていることを意味している。

カルドア . モデルの均衡化メカニズムについても説明をつけ加えるぺきであろう。モデルでは， 

投資が増大すれぱ総需要水?Pが高まるため，完全雇用経済においては最終生産物の価格は上昇せざ 

るをえない。 これは労働市場に超過需要をもたらすことになるが，先進国では一般に賃金交渉が年 

に一度か二度であるため，賃金は物価にくらぺ非伸縮的とならざるをえない。 よって賃金よりも物 

価上昇のスピードが早くま質賃金は引き下げられ， したがってまた国民所得が一定と仮定されてい 

るから，賞金分配率は低下し利潤分配率は上昇する。 また逆に投資が減少すれば賃金にくらべ物価 

が下落し，実質賞金が引き上げられるから賃金分配率は上昇し利潤分配率は低下する。モデルの均 

衡化メカニズムを素描すれば，以上のとおりである。

(ii ) 利潤税の絶対的帰策

アンダーソンによれば，カルドアの分配デモルは租税帰着サ析のための枠組みを提供しているに

も拘わらず，驚くべきことにはその意義はこれまで全く無視されてきた。そこでかれは，利潤税の

みならず，比例所得税, 賞金税, 消費税のそれぞれについて帰着分析を行い，新古典派的見解とは異

なる帰結を得ているが， ここでは利潤税の帰着のみを取り上げることにしよう。なおこの利潤税は，

法 人 • 菲法人を問わず利潤全般に課されるという意味での一般税であり，法人税のような部分税で

はないという点に留意されたい。 また， ここで政府はつねに均衡予算を目標としていると仮定する。

まず企業利潤に対して比例税率らが課されるとする。 総 税 収 入 は T\ = tpP で表わされるから，

均衡においては次式が成立する。

/= 5 ,(1 - ；, )P + 5 „ (F - P )

そのとき利潤分配率は次式のとおりである。
P 1 一  ____ Sp_____ ( C、

注 （8 ) カルドアのマクロ分配モデルには，完全雇用の仮定やミクロ . 価格理論の欠如に対する批判が少なからずみられた。 

最近の批判の例として，岡本〔15〕を参照。

—— 5 (S23) ~ -
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( 9 )

したがって総利潤は次式で表わされる。

P
s„Y

, 一 Su Sp—S„ Sp_ Sit
(6)

このとき， アンダーソンは利潤税の転嫁度は /̂ア/ゴ7 % の値で判定できると考える。 もしもその値

がゼロならぱ利潤税はすべて利潤が負担するが, . 1 ならぱ完全転嫁されるから利潤税が課されても

利潤受領者の負担とはならない。（6 ) 式を微分すると

dP______ Sp 7 ^
dTp - s,-s„ '^リ

すなわち，dPldTp〉 l であるから， これにより利潤税は過剰転嫁されていることが分かる。した

がって，利潤受領者は，逆説的ではあるが，利潤税が課されるとその立場が改言されることになる。

アンダーソンによれぱ，利潤税は利潤ではなく賞金に対する課税であり，税制の累進性を高めるの

ではなく逆進性をもたらす租税にほかならないとされる。

ア ン ダ ー ソ ン は ， さらに上述の利潤税帰着分折を図解しているので，補足説明としてそれを取り
aの

上げることにしよう。

図 1 の横軸は分配率をとっているが，A S では利潤 

分配率がとられ，A ではゼロ，B で は1 である。CD 

では賃金分配率がとられるが，今度はC ではゼロ，D 

で は 1 となる。 また縦軸は所得に対する貯蓄と投資の 

関係を表わす。 カルドア. モデルでは投資と所得は所 

与であるから，/ /F は横I*に平行となる。 さらに，左 

側の縦軸には賃金稼得者の貯蓄性向パ5 „ を，右 側 のUY 

縦おには利潤受領者の貯蓄性向及 , をとる。 そうす 

ると，それぞれの消費性向は， D s„と Cらで表わせ 

よう。国民所得に対する貯蓄の比率は，Spが よ り  

大であるから，P/1"が増加すれぱ増大する。 よって分

賃金分配率 
一 W/Y—

Z

IG

A
jfL

S p ( l - t p )

-P/Y-

利潤分配率 
図 1

配 率 は SIY=IIY，すなわち貯蓄線と投資線の交わるところで決定される。因 1 でいえば，利潤分 

配 率 P/Yは A Z に，賃 金 分 配 率 W 7 7 は C X に決まることになる。

さて利潤税が新たに課されるとしよう。課 税 に よ りSpは Sん だけ減少するから， 図 1 でいえ 

ば，利潤受領者の貯蓄性向はBspか ら 5 s / l—ら）に低下するであろう。 その結果，利潤分配率 

は A Z か ら A F に増大し，賃 金分配率はC Y か ら C G に減少する。なぜなら，課税により利潤

注 （9 ) 右辺第1項は，原文では Sp-Su となっている力5, 正しくは本文のとおりである。ただし，その後の展開には影響

していない。

(1のこの図解はSen〔n 〕の方法にしたがっている。
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受領者の奸蓄性向が減少するから，一定額の貯蓄を確保するためには課税前にくらべ高い利潤分配 

率が必要となるからである。

結論としてアンダーソンは， この驚くべき結論は，利潤税が短期ですらかなりの部分が転嫁する 

という疑念を論証するものであり，また利潤税というよりは賃金税であるから，税制全体の累進性 

を高めるよりはむしろ逆進性を強化するものであると重ねて強調している。

アンダーソン• モデルは，ボスト• ケインズ派の利潤税帰着分析の原型としてその後の発展の方 

向を指示しているといえよう。需要面を重視したマクロ分配モデルの上に単純かつ明快な論旨を展 

開し，帰着分析に新局面を切り拓いた功績は認められるが，しかしその帰者概念はr絶対的帰着J 

にのみ限定され，差別的帰着にも予算帰着にも触れていない点で自ら限界を画しているといってよ 

いだろう。

3 . 法 人 税 制 の 改 革 と そ の 帰 着 ：イートクュル.モデル

( i ) 闻題提起と3 つのタイプの法人税制

前節でのアンダーソン• モデルでは，一般税としての利潤税の帰着がとりあげられ，通説に反し

て，利潤税は利潤分配率を高める租税という判定が下された。 ここで取り上げるイートウェル•モ

デルは，同じくカルドアのマクロ-.モデルに依拠しながら， 部分税としての法人（利潤）與の帰者

問題を主題とし， とくに税制改革がもたらす所得再分配効果の方向，したがってまたその帰着が，
(11)

通説とは逆に，重大な影響を及ぼすことを見、出している。

イートウ：ルの問題提起は，ほぽ次のとおりである。 イギリスは1970年に保守党が政権をとるや，

1965年以来の独立税方式（古典方式または分離主体方式）法 人 税 制 （配当に課される法人税と所得税のニ

重課税を調整しない方式の法人税制）から二重課税調整のためのニ段階税率方式ないしインピュチーシ

ョン方式の法人税制への移行の是非が広く論議された。 ところがいずれの論議も， このような法人

税制の改革が税負担の配分になんの影響ももたない，換言すれぱ，法的帰着が経済的帰着と同じで

あり，なんらの再分配効果ももたないという前提のもとで議論されてきた。 これに対しイートク01

ルは，再分配効果の檢IEこそ重大課題であるとし， 「単純ながら強力な実質的財政帰*の集計モデ
(12)

ル」により税制改革の再分配効果を検討しようとした。

ところで，かれのマクロ帰着モデルの吟味に入る前に，いうところの3 つのタイプの法人税制に 

ついてのかれの定式化をみておく必要があろう。はじめに記号を次のように定める。

: 労働者の貯蓄性向，5„ = 0 と仮定。

注 〔11) Eatwell〔4〕を参照。

(12) Eatwell〔4〕p. 267 参照。

--- 7 (525)-----



5 , ：経営者/ 利子配当生活者の貯蓄性向。

r ：法人利潤の留保率（貯蓄性向)。

：労働者の稼得所得に対する税率。

ら ：経 営 者 の 所 得 （稼得プラス非稼得）に対する税率。

tr : 留保利潤に対する法人税率。

t , : 分 配 利 潤 （配当）に対する法人税率。

はじめの独立税方式の法人税制では，留保利潤も分配利潤も同じ法人税率(X ) が課され，税引き

分配利潤は株主の段階で所得税（し）が課される。 したがって分配利潤には法人税と所得税が課さ

れるという意味で二重課税となる。 これに対しニ段階税率方式の法人税制では，分配利潤に対する

税 率 （ら）は留保利潤に対する税率け0 よりも低く定められ， これにより分配利潤に対する二重課

税が経減されるように仕組まれている。またインピュテ一ション方式のもとでは，利潤はすべて同

一 税 率 （な）が課されるが， 分配利潤に課された法人税額の一定割合(ix) が株主の所得税額から

税額控除することが認められ， これにより二重課税が鞋減される。 このような二重課税鞋減の方式

は，前者が法人段階でまた後者が株主段階で調整する方式であるが， どちらを採用しても株主の税
(13)

引き受取配当が変わらないよう転換できることもよく知られているとおりである。 これらをまとめ 

てみると表1 のとおりである。
(14)

表 1

「三田学会雑誌」75卷 6 号 （1982年12月）

\課税標準 
方 式 \

r P

留保利潤

0 ^ - r ) P

配当
法 人 説 所 得 税

利潤に対する 
税率合計

独立税方式 t r ら そm ォ 〔ら+ し (1一ら)〕(1_ グ）

ニ段階税率方式 t r らグ+ 〔ら+ し (1 — 0 〕(1一ダ）

インピュテーション方式 t r i t  t ^  —  x tr {\  — r ) ら, + 〔し + ら（1ーズ) 〕(1 一?0

注：わ か つ ハ + — t0̂  = tm~\~trĈm一ズ）

ただしズは配当に課せられた法人税の一定割合であり，所得税算定に当り税額控除される割合である。

だだし，分配率に与える法人税制改革の影響度をみるためには，総利潤に対する税率らと配当

に対する差別税率らというように税率を2 種類に分けたほうがわかりやすい。そのとき，独立税

方 式 で は td =  t „ - t „ J r となり， ニ段階税率方式ではらニし一 /, +ら（1 一/„ ) であり， インピュテ

ーション方式ではら= し一ら+らけM—ズ）である。

イートクエル. モデルにおける分析の焦点は，一定額の独立支出と租税に対応して生みだされる

均衡民間貯蓄水準（S ' ) とその所得分配に及ぼす影響におかれている。したがって

5* = /+ (G-T) + L

注 （1 3 )古田〔17〕P. 23 (935)を参照。

(1 4 )インピュテーション方式のもとでの利潤に対する税率合計は，イートウニルによれぱ，trr+Ct„+trCt„-x：)3 (1-r) 

である力’、，正しくは表1に示したとおりであろ。

--- 8 (̂816')



ポスト. ケインズ派の租税帰着論と法人税制

ただし，/= 民間純投資，G = 政府支出，ア= 総租税収入， = 海 外 純 貸 付 け （画際収支余剰）であ

る。 また法人税制の改革により差別税率が変化するが，それにより生ずる所得再分配効果をみるた

めには，一定額の独立支出により生みだされる総需要の構成と均衡貯蓄の構成を検討してみ

なければならない。所得面からみると

ニ:r + w , + £ ' + ( i - ぱ 1 - り/"'+rP' Cl)

ただし，y ニ国民所得， 労働者の課税後稼得所得， £：' = 経営者の課税後稼得所得， 課

税後利潤をあらわす。 ダッシはすぺて課税後をあらわすから， 巧"/=(1一ら）Wス E'=(X-t„)E,

P' = ( l —ら)P を意味している。 さらに労働者の稼得所得に対する経営者の課税後稼得所得の比率

を a であらわし， ま た tt=〔（l _ ^ * X l _ 0  + r〕 とすれば，（1 )式は次のようにあらわせる。

(y - T ) = (l+a)T7" + aP" (la )

同様にして均衡民間貯蓄水準は .

■S*= 丑/ + 1 - 0 ( 1 - r W  ( 2 )

さら に ま た /9 = 〔s„(：l —らX I —r) + r〕 とあらわせぱ，（2 )式は次のように単純化できる。

S'=s„zW^+^P^ (2a)

次 に （l a ) と （2a )を加え得られた式からP ' を消去すると， 国民所得に占める課税後賃金の分

配率は，国民所得に対する独立支出なり租税の比率，種々の貯蓄係数そして差別税率に依存してい

ることがわかる。すなわち
w _  ^ c i- T /n - a s * /y  ル
Y = ；Sa + a ) - a s „ a …

これにより賃金分配率は，独 立 支 出 （投資や政府支出など）の規模，課税後の稼得所得や非稼得所

得からの貯蓄性向の相対的規模により決定されるが，後者はまた均衡貯蓄水準を生みだすに必要な

再分配効果を物価水準の変動をつうじて決定することとなる。

同じような式が，経 営 者 分 配 率 （M '/y：) , 利 潤 分 配 率 （p ' / 3 0 ,留 保 分 配 率 （rP '/y ) について

も得ることができる。そして法人税制の改革—— この場合は，独立税方式という差別税率の大きい

税制からニ段階税率方式ないしインピュチーション方式という差別税率の小さい方式への移行を意

味する一 があったとき，それは各分配率にどのような変動をもたらすであろう力、。

( i i )独立税方式からニ段階税率.インピュテ一シヨン方式への移行とその帰着

はじめに述べたように， イートウ：Cル • モデルはカルドアのマクロ分配モデルの上に成立し,法 

人税制の改革がもたらすところの所得再分配効果着）を追跡しようとするものである。 そのと 

きイ ー ト ウ ュ ル は ， 法人税制が独立税方式からニ段階税率ないしインピュチーション方式に移行し 

ても法人税収入の総額は変わらないと仮定した。 この仮定の意味はアンダーソンの追求した絶対的 

着とは異なり，差別的帰着である点で注目されてしかるべきであろう。

—— 9 (817)
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その上でイートウエルは，税制改革がそれぞれの分配率にもたらす効果をとらえるため，各分配 

率を差別税率や貯蓄性向について偏微分している。その結果は表2 に示されているとおりである*

表 2
dZjde

td r a

賞金分配率W ' l Y + + 一 +

経営者分配率m '/y - -

+

利潤分配率P リy + -
しャj

留保分配率rP'lr + + 一 —

注：*は ~ ^ > ホ,.丄E'ならぱマイナス 一 ^く  ならばプラス

ただし，P'r» 租税全額引き経営者利潤である。
さきのW ' / F 以外は次のとおりである。

M ' _ar(l- TIY) + 〔( 1 ざ)(1-r) +  ar1S«/ Y  

Y 一 /9(l+a)-as„a

P I : d+sQS^IY-sM-TIY} 
y  一 ^ ( l  +  a ) - a s „ a

rP , ニ _____ rri+a)5^/y-r.?„aCl-r/rj
y  一 y 3 ( l+ a ) - a s „ a

表 2 から明らかなことは，独立税方式の法人税制からニ段階税率ないしインピュチーシ3 ン方式： 

の法人税制への移行は，差別税率らの減少にほかならず， また税収総額が変わらないと仮定するな 

らば，それは賃金分配率を減少せしめるだけでなく法人企業の利潤分配率や留保分配率も引き下げ 

反面，経営者分配率を高める結果となっている。つまり差別税率が減少すれぱ，それは配当受領者 

の所得増加，したがってまた支出増加につながり物価水, を押し上げることになる。 これにより実 

質賃金は低下するが，しかし配当受領者の貯蓄も増加するから，法人利潤となるべき所得の流れは. 

減少せざるをえない。かくして，利潤からの総支出は増加するとはいえ，法人企業が手に入れる利 

潤総額は減少する。すなわち，独立税方式からニ段階税率ないしインピュチーション方式への法人 

税制の改革が実施されるならば，それは経営者ならびに配当受領者に有利な所得再分配がもたらさ 

れることになる。

表 2 ついて， イートウ；̂ルは以上のような結論を導いている。 しかしながら，法人税の帰着とい 

う観点から表2 を見直すと，次のように読みかえることもできるのではないだろう力〜すなわち， 

かりにニ段階税率ないしインピュテーション方式から独立税方式へと法人税制が逆方向に移行すを 

ならぱ，差別税率は増加の方向に向うことになろう。差別税率の増加はここでは法人税率の増加を 

意味する。 したがって，表 2 によれぱ， 法人税の衝撃は， 経 営 者 （配当受領者）分配率にのみマイ 

ナスに働き，貧金，利潤，法人留保の分配率にはプラスに働いているから， 法人税は経営者（配当 

受領者）所得に帰着し， それゆえ法人税は経営者•配当受領者税であるといっても差し支えないこ 

とになろう。 この結論は，差別的帰着と絶対的帰者の差，そしてまた一般税としての利潤税と部分

--- 10 (sis)----



ポスト. ケインズ派の租税帰着論と法人税制 

税としての法人税という差こそあれ， r利潤税は利潤ではなく賃金に対する課税」であるとする前 

節のアンダーソンの見解と顕著な対比を示している点，注目されてしかるべきであろう。

尤もイートウエルは，分析をさらに進め，成長経済のもとでの税制改革による差別税率の抵下は， 

成長率を一定に維持すると仮定すれぱ，賃金分配率はさらに減少するのに対し経営者分配率のみな 

らず利潤分配率はさらに増加することを論証した。そして差別税率の低下が，資源配分機構として 

の株式市場の役割の増大をつうじて配分上の効率を高めるとしモも，その効果は決して大きいとほ 

いえないがゆえに， r所得分配の公平J という観点からも望ましくない二重課税調整という税制改 

革をとりやめるよう訴えている。力、れの主張の要点は以上のとおりである。

この主張について，前と同じように法人税の帰者という課題に照してみれぱ，次のように読み力、 

えることができないであろうか。それはここで再ぴ逆方向の税制改革を想定すれば，それは差別税 

率の増加， したがってまた法人税率の増加を意味し，成長率を一定に維持すると仮定すれぱ，貧金 

分配率は高められるのに対し，経営者分配率も利潤分配率も低下し，法人税は利潤に帰着すること 

になろう。 この結論は，利潤税帰着に関するアンダーソンのそれとはまったく相反するものである。 

むろんイートウエルの成長経済モデルは， カルドア• モデルの原型から飾離しているため， アング 

一ソン . モデルと同じ次元で比較すべきではなかろう。 しかし，基本モデルが同じだからといって， 

帰着に関し必ずしも同じ結論が得られるとは限らない点に留意する必要があるといえよう。

4 . 短 期 的 帰 着 モ デ ル と 法 人 税 制 ：アシマコプロス• バービッジ.モデル

( i ) A • B モ デ ル ：そのミクロおよびマクロの側面

ポ ス ト . ケインズ派の経済理論は，周知のとおりJ. M . ケインズとM . カレツキ一の貢献にもと

づいて発展したが, ここで取り上げるアシマコプロス• バービッジ . モ デ ル （以下.A . B モデルと略
(15)

称）もその貢献にもとづき，租税の短期的帰着を検討している。はじめにA • B モデルの一般的特

色と特にそのミクロ的側面に注目してみよう。

帰着分析に用いられるA . B モデルでは，基本モデルの特色として，次 の 2 点において新古典派

モデルと異なることが強調されている。第 1 に，A . B モデルでは，実質投資は短期では過去の决

定に依存するものとして所与とされる。ただし， 非自発的ストック形成（ないしストック減少）が許

画投資水準から維離する原因となるときは別とされている。第 2 に，実質賃金率は，完全雇用を&
(16)

動的に達成する過程として労働市場で決定されるものではないとする。 このような仮定は，ポスト

注 （15) Asimakopulos & Burbidge〔3〕参照。

(16) ibid.〔3〕p. 269参照。ポスト. ケインズ派モデルにおいて投資を内生化する試みとしては，Asimakopulos〔2；) 

を参照。また実質賞金率の決定についてはPerlman〔11〕とくにGhap. 5 を.参照。 ' *

---1 1 (819)
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• ケインズ派モデルの特激でもあり，前節までの帰着モデルと共通するものであるといってよい。 

新古典派の分配理論が生産関数の分析を基礎としているのに対し， ケインズ派分配理論は有効需要 

分析にもとづくから当然なくてはならない仮定といえよう。

けれども，A .  B モデルが , 同じポスト . ケインズ派帰者分析でありながら前節までの帰着モデ 

ルと異なるところは，ポスト.ケインズ派のミクロ的側面としての値格理論を前面に押し出してい 

る点である。

A .  B モデルでは，単純化のため消費.投資などすベての目的に適合する単一財モデルを想定す 

る。 この財の生産には労働だけが唯一の投入物であり，また1人当り平均産出量は完全操業水準ま 

では一定と仮定すれば，総産出量は次式であらわされる。

0 = ocL r 1 、

ただし，<5=総実質産出量，んニ総雇用水準，《= 1 人当り平均産出量である。 またポスト. ケイン 

ズ派の価格理論は，周知のように，主要費用に対するマーク.アップによる価格決定を内容として 

いる。 したがって，A . B モデルにおいても，産出物の要素費用価格は，平均主要費用プラスこの 

費用に対するマーク. アップに等しいとされる。それゆえ

/> =(1 +ス ( 2 )

ただし，/> = 産出物の要素費用価格， w = 貨幣賃金率， ==主要費用に対する平均マー ク. アップ 

率である。

A .  B モデルで與味を惹く点は，モデル自体が競争モデルと非競争モデルという2 つ の サ プ .モ  

デルに分かれて帰者分析が進められているところであろう。

すなわち競争モデルでは，利潤極大化企業が生産する産出量は価格と限界費用が等しい点で決ま 

る。設備にっいていえば，それは正常生産能力で操業されているため，利用可能な設備水準が総雇 

用水準を決定することになる。 またマーク . アップ率スは，競争市場で成立する値格と平均単位労 

働費用で決まるから， この価格により，生産物に対する総需要水準は利用可能な設備がっくりだす 

産出量水準に等しくなる。

これに対し非競争モデルでは，設備は正常生産能力以下で操業していると仮定され，価格はプラ 

イ ス . リーダーにより決められる。価格決定にさいしては，設備が一定の標準ないし目標稼働率で 

操業しているときの平均主要費用にある特定のマーク•アップ率が適用される。プライス . フ才ロ 

ワーも同一価格を選ぶが，そのばあい各企業の様々な設備から生産される産出量の分布は，どの設 

傭の稼働率にっいても一定と仮定されている。 したがって，平均マーク• アップ率も'またーポとた 

る。平均マーク •ア ッ プ率は，プライス . リーダーの決めるマーク. アップ率や，設備全体の技術 

上の特性や，各設備の産出量のシ:Cアーによって決まるとされている。

A . B モデルのマクロの側面をみると，市場価格表示のG N P(10は，要素所得，消費税，減価

-- -12 (52の ----



ポスト.ケインズ派の租税帰着論と法人税制 

償却費の合計としてあらわせるから

Y =w L+  n  -\-tcpC+p D  ( 3 )

ただし，77=減価償却後の利潤（貨幣表ポ)， /« = 消費税率，C = 総実質消費，D ニ総実質減価償却 

費である。 したがって，賈金税，利潤税，配当所得税，消費税の合計としての税収（ア）は，

T = t „wLi + 1,  I I + 1 _ t f')^H  + tgpC ( 4 )

ただし，̂ »=賃金所得税率，む= 法人利潤税率，ら= 配当所得税率， ニ配当性向である。 このぱあい 

の法人税制は前節で述べた独立税方式である。 さらに分析を簡単にするため，均衡予算を仮定する。 

T=pG ' ( 5 )

た だ し な よ 総 実 質 政 府 支 出 （財 . 用役購入）である。

貯蓄の内訳は次のとおりである。計画貯蓄は企業内留保と配当生活者の貯蓄から成り，企業の計 

画粗貯蓄は減価償却費プラス税引利潤からの留保（留保率は1- め に 等 し く ， 配当生活者の計画貯 

蓄は税引所得とその貯蓄性向の積に等しい。短期の総民間貯蓄は， このような均衡民間貯蓄プラス 

不均衡貯蓄に等しい。 よって

«S=(1-む)77{(1-め + 5 ,(1 -ら 力 + S* ( 6 )

ただし，5 = 総 貯 蓄 （貨幣表示)，み= 配当生活者の貯蓄性向， S* ニ現実の貯蓄と短期均衡貯蓄水率 

との差額である。

総貯蓄は定義により現実の粗民間投資と政府赤字に等しい。

S=pl -\-pG_ T*+/>£7 (7 )

ただし，7 = 総実質計画民間投資，び= 総産出額と総需要との実質差額である。

ここでA . B モデルが短期均衡に達する条件ならびにプロセスが問われねぱならないが，それは 

ここでは未解決の課題とされる。したがってまた，意図せざる在庫びと意図せざる貯蓄S * は， こ 

こではゼロと仮定される。そしてまた競争モデルでは， L および5 つの政府政策変数ら，し， t„ 

tc, 6 のうち4 つを外生とすることにより閉じられる。 また不完全雇用. 非競争モデルでは， と 

政府政策変数のうちの4 つを外生とすることにより閉じられる。

A • B モデルの基本モデルは以上のとおりである。 この基本モデルから法人税，配当所得税，貧 

金所得税，そして消費税についての差別的帰着と均衡予算帰着が検討されているが， ここでは法人 

税にのみ限定されよう。

差別的帰着と均衡予算帰着のそれぞれは，税引利潤，配当生活者の消費，我引実質賃金率，平均 

マ ー ク • アップ率ならびに雇用水準にもたらされた変化を調べることにより明らかにされる。その 

ため次の2 式が利用される。まず（5), ( 6 ) ,  ( 7 ) 式から，均衡予算を前提とした短期均南条件式 

として次式が得られる。

( 1 - り) f { ( i 一め+バ 1 - 0  め = r - 力 ( 8 )

-- -13 (.82T)----



左辺の実質表示の税引利潤は，純投資，留 保 率 （l — iS) , 配当所得者に対する税率およびその貯蓄 

性向の関数である。 またマーク• アップ率と雇用水準を課税前利潤に関係づける式として次式:が得 

られる。

r三田学会雑誌_! 75卷 6 号 （1982^12月）

T + T
a L  =  ~ +  D ( 9 )

ボ スト . ケインズ派モデルとしてのA . B モデルでは，利潤と賞金との間の短期均衡所得分配は， 

計画貯蓄と計画投資とが等しいという条件で決定される。 したがって政府の租税政策に変更があれ 

ば，計画貯蓄と計画投資の均等が達成されるまで課税後の所得分配に変化が生ずる。 この考え方は 

前節までのカルドア. モデルと同一線上にあるとみてよい。そして法人税により生じた所得分配面 

の変化の帰結としての差別的帰着や均衡予算帰着は，（8)式より推定されることになる。

(ii ) 競争モデルにおける法人税の帰着

はじめに，競争モデルにおいて，法人税の差別的帰者と均衡予算帰着についてどのような帰結が 

得られるか調べてみよう。

まず差別的帰者から検討する。（8)式について，法人税の増税(Aら>0)の効果を調べるとき，賃 

金 所 得 税 の 減 税 の 効 果 と が 組 合 せ ら れ る が ，他方で消費税や配当所得税は不変と仮定さ 

れている。また（8)式の右辺で投資（7 ) は短期では所与であり，力の左辺のK1一め+ s ,( l- ひ i3} 

の項は同じく一定であるから，税引利潤もまた一定でなければならない。そして配当所得者の消費， 

つまりa - o ( i - o ( i - / , ) ヌ / f ひ は利引利潤の関数であるが同じく一定である。その結果， 

労働者の消費もまた一定となる。法人税の増税にも拘わらず税弓I利潤が不変であるから，税込利潤 

(実質）は増大するはずである。 それは市場価格の上昇によるものであり，（9 )式からマーク.ア 

ップ率も引上げられることを意味する。そうなると，課税前実質賞金率もまた低下し，従属変数と

表 3 競♦モデルと法人税の短期的播着
A 差別的帰着

次 の 変 数 に 生 ず る 影 響

税引利潤
(実質）

利 潤
(実質）

配当所得 
者の消費 
(実質）

税 引  
賃 金 率  
(実質）

マ一ク.
アップ

( i ) Aむ>0; AらニAら=0 

Aし<0

(ii ) A^/>0; Aら=Aし=0 

A^<0

(iii) A 'V > 0 ;とtr ニ = 0

A^<0

0

0

+

+

+

0

+

+

0 +

+

+

B 均衡予算帰着

(iv) A^/>0; Aら=Aら= 0 + 0 - +
Aら=0

14 (822)



ポスト. ケインズ派の租税帰着論と法人税制 

しての賃金所得税率もそのような変化を補整するため低下するはずである。したがって，A • B モ 

デルでは，租税帰着の観点からは，法人税であれ賃金所得税であれ，政府支出の資金調達の方法と 

して同じであるとみなされることになる。以上のごとき帰結は，表 3 のケース(i}にみるとおり，税 

引利潤も税引賃金率もともに影響ゼロに示されている。

同じく表3 のケース(ii)では，法人税の増税CAら> 0 )と配当所得税の減税(Aら<0 )の組合せによる 

差別的帰着の帰結がまとめられている。マーク•アップが高められたため税引賃金率は実質で低下 

し，同じく税引利潤も減少している。 これに対し，法人税の増税(Aら> 0 )と消費税の減税(Aらく0) 

というケース卸では，マ ー ク • アップの引上げにより税引賃金率は実質で低下するにも拘わらず， 

税弓I利潤はなんらの影響も蒙むらず，配当所得者の消費はむしろ増大している。

次は均衡予算帰着である。政 府 支 出 （実質）の増加を賄うため法人税の増税（Aら>0) の効果が検 

討されている。表 3 のケース(iv)にみるとおり，それはマーク.アップの引上げをつうじて税引賃金 

率 （実質）を引下げることになる力'、， しかし税引利潤にはなんらの影響も及ぼしてはいない。

競争モデルにおける法人税の垣期的帰着—— とくに差別的帰着と均衡予算帰着—— の検討は以上 

で尽きるわけである力’、，果してどのような結論を導くことができるであろう力、。第 1 に明らかな点 

は ，法人税の差別的帰着については，代替的に減税の対象となる租税によって帰着があるケース 

(配当所得税の減税）とないケース（賞金所得群と消費税の減税）とによって結論が分かれることであ 

ろう。けれどもまた第2 に，法人税の差別的帰着について一義的に結論できないとしても，帰着が 

ないケースの方があるケースを上回っている点に着目すれば，帰着を認める新古典派モデルの結論 

とは異なるとしてよいであろう。 さらにまた，均衡予算帰着についてみると，法人税の増税にも拘 

わらず税引利潤は影響を受けないで税引賃金率が減少し，賃金に転嫁されていることは明らかであ 

る。 これもまた新古典派モデルの結論とは異なっている。

とくに均衡予算帰着については，ハーバーガーによる新古典派モデルでは，同じく競争モデルを 

仮定しているにも拘わらず，法人税増税による負担は法人•非法人を含めた利潤に帰着すると結論
(17) ' ■ (18)

されている。そこでアシマコプロス . バービッジは， と く に 「新古典派モデルとの比較J という一

節を設け， このような結論の違いが生れる理由に触れている。力、れらが指摘する最大の理由は，い

うまでもなく両者の依拠する所得分配理論の相違である。 この点は最初に述べたところと重複する

ため繰り返えす必要はあるまい。むしろ注目すぺきは，インフレーションの段階では法的帰卷と経

済的帰着の一致がありうると認めるところであろう。かりに法人税の増税がインフレ•プレッシャ

一を解消し，実質での民間投資の削減をもたらしつつ完全雇用が維持されるならぱ，税引利潤は利

潤税額だけ減少することになろう。 これにより法的帰者と経済的帰着は同じとなるが，しかしこの

注 (17) Harberger〔6〕参照。

bidge C33 pp. 279

15 (S^3)
(18) Asimakopulos & Burbidge r3} pp. 279-280,参照•

/
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段階の分析はむしろ今後の課題として残されるというべきであろう

(iii) 非競争モデルにおける法人锐の帰着

最後に，非競争モデルにおける法人税の短期的帰着に触れておこう。A . B モデルでは，非競争 

モデルがさらに次の4 つのケースに分けられている。（a )雇用水準が従属変数のケース，（b ) 雇用 

水準一定のケース，（C)雇用水準が従属変数で均衡予算ケース，（d ) 雇用水準が一定で不均衡予算 

のケース。また非競争モデルにおいては，産出物の要素費用価格はプライス.リーダーにより決め 

られ，一定のマーク . アップが適用されるが，そのようなモデルの特質はすでに述べたとおりであ 

る。

表 4 非鼓争モ デ ル と 法人税の短期的播着

( a ) 雇用水準が従属変数のケース

差別的帰着

税引利潤 
(実質）

利 潤
(実質）

配当所得 
者の消費

(実質）

税 引 賞  
金 率

(実質）

雇用•産 
出量水準

《n とt f 〉 Q  ; Aら= Aら= 0 0 + 0 + +

(ii) A //> 0  ； = - + + 0 +

A/‘ >0

(iii) M f > 0  ； Aむ= A な=0 0 + . + + +

A f,< 0

均衡予算帰着

(i) A ,/> 0  ; =  Aら= Aら=0 0 + 0 0 +

( b ) 雇用水準が一定で不均衡予算のケース

差別的傳着

次の変数に生ずる影«

稅引利潤
(実質）

配当所得 
者の消費
〔実質）

税 引 賃  
金 率  

(実質）

予 算 収 支  

(PG -T )

(!) A//>0 ; Me =  ^tc = 0 - - + -

Aし <0

(ii) ^ t f> 0  ; Aし=Aら=0 - 0 0 -

Aら<0

(iii) A , />0  ； Aし=Aら=0 - + + -

Aら<0

均南予算帰者

- - 0 -
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ポスト. ケインズ派の租税帰者論と法人税制

これまでと同様に（8), ( 9 ) 式を手がかりに， また前と同じく法人税の増税と賃金所得税の減税

という差別的帰着から取り上げてみよう。（8 )式から計画貯蓄が不変であり，貯蓄性向と配当所得

税率が一定であるため，税引利潤も不変でなけれぱならない。 また賞金所得に対する税率が低下す

るため税引実質賃金率が高まり，そのため有効需要水準も高められ，その結果，雇用と産出量の水

準は高まる。そこで表4, (a), U)にみるとおり，税引利潤はすこしも減少せず，かえって税引実質
(19)

賃金率が高まり，所得分配面でむしろr有益な効果J が得られることになる。

均衡予算帰着の結果も表4 にみるとおり，利潤税の増税により政府支出を調達するとき，雇用水 

準と産出量水準が高められた結果，税弓I利潤も税引実質賃金率も配当所得者の消費もなんらの影響 

を蒙っていない。 この帰結は，均衡予算の乗数効果が1 ではなくとも，少なくともプラスであると 

いう一般の理解に対応するものといってよいのではないか。

次 に 「雇用水準が一定で不均衡予算のケースJ を取り上げよう。 こ こ で は 雇 用 の 一 定 水 ,（完全 

雇用も含む）を維持するため， 政府の側から適切な財政政策がとられると仮定されている。 したが 

って，政府予算の赤字ないし黒字は，雇用に関する目標水準の維持に役立つ値ならどれでもとり得 

ることになる。そこで〔5 )式の均衡予算の仮定は落される。 またマーク• アップ率；I と雇用水準L 

が先決され，また雨者は1人当り平均産出量とともに，（9 ) 式に示されるように課税前所得分配を 

決定する。 このように法人税の増税があっても， が所与であると転嫁は不可能であり，表 4 の（b ) 

に示されているように差別的帰着も均衡予算帰着も，それそ:れの法的帰着と経済的帰着は一致する 

と結論されている。

以上のような分折の結論として，新古典派競争モデルとくらべ，かれらの競争モデルでは異なっ 

た結果が得られ，非競争モデルでは菲常に類似した結果が得られたが，かれらは基本的にはそれは 

両者の依拠する分配理論の相違に由来するとした。 しかしまた，かれらの分析がいまだ端緒にすぎ 

ず，短期的分析のみならず中• 長期的分析の必要性も強調されている。したがって，かれら自身も 

今後の展開に結論を委ねているといってよいだろう。

5 . ポ ス ト •ケ イ ン ズ 派 法 人 税 帰 着 論 の 評 価

ポスト • ケインズ派のマクロ分配理論にもとづいて法人税の帰着分析が行われると，それは果し 

て新古典派の帰着分析とは異なる結論に導かれるのか，あるいは同一かについて， これまで検討が• 

加えられた。その結果を再述すれば次のとおりである。

はじめにアンダーソンは，一般税としての利潤税の帰着分析をおこない，その結果，利潤税は利, 

潤に対する租税であるにも拘わらず，賃金に転嫁されて実質上は賃金税とみなさるべきであると結

注 （19) ibid., P. 281参照。 r有益な効果j とは，ここでは利潤から賞金への所得再分配効果を意味していると思われる。

---17 〔825)----



論した。 次にイートウ0̂ ルは， 差 別 税 率 （法人税率）の小さい法人税制への移行の再分配効果を論 

じ，それは経営者ならびに配当受領者に有利な効果をもたらすとした。 この結論は，法人税帰着の 

観点からは，法人税は経営者と配当受領者の負担となり，それゆえ経営者•配当受領者税にほかな 

らないことを意味する。 さらにアシマコプロス• バービッジは，新古典派と同様に競争モデルを仮 

定したとき，法人税は転嫁されて利潤の負担となるよりも賃金の負担となるケースが多く，実質的 

には賃金税に近いと結論されている。また非競争モデルを仮定した場合は予想とは異なり，むしろ 

利潤の負担となるケースが多いと結論された。

ケインズ，カレツキ一，カルドアにはじまるマクロ分配理論は,上記の人々により発展せしめら 

れ，法人税帰着のマクロ分析に結実するに到ったが， しかしそれぞれの結論をみるかぎり未だ統一 

的見解にはほ,ど遠く，なお一層の検討を必要とすると考えられる。 どのような問題点が今後に残さ 

れているのか，簡単にまとめて結論に代えることにしたい。

ポ ス ト . ケインズ派の法人税帰着分析では，新古典派の価格分析プロパーとは異なり，所得分析 

をむしろ中心とし' 法人税の所得再分配効果が追求されている。帰着分析は，いずれの租税にせよ， 

究極的にはその再分配効果を追求し，機能的ないし人的所得分配に及ぽす影響を問わなけれぱなら 

ないから，その限りではポスト• ケインズ派の帰着分析は問題の核心に直接迫る手法が選ぱれてい 

ると評価できよう。 この観点からすれば， こんごの分析の発展方向に注目してよいと考えられる。

しかしながら，ポ スト • ケインズ派の基本モデルについてはさらに発展がみられるとはいえ，い

まだミクロとマクロの両面にわたる経済理論の統合としては問題点が少なからず残されているとい
(20)

えよう。 r一回の一斉射撃J で新古典派が撃沈できるとはポスト. ケインジアンも考えてはいない 

にせよ，その内在的超越にはかなりの時間と努力を必要としよう。

帰着分析との関連では，ポ ス ト • ケインズ派は分配率が最適な帰着尺度と暗黙のうちに前提とし 

ているが，果して他の尺度は必要としないのか。 とくに広く利用されている「利潤率尺度J につい 

て分配率尺度との関係について触れておくべきであろう。 また冒頭に述ぺたような帰着概念につい 

ても，なんらかの選択基準を明示すぺきであろう。明示できないならぱ，できない理由を明らかに 

しなけれぱ，帰着分析を先に進める意義も薄れるであろう。

最後に， イートウ31ルが取り上げたような法人税制のタイプ選択といった政策上の含意について， 

ポ ス ト . ケインズ派も新古典派も帰着分析との関連で，今後も積極的に問題とされるべきことを望 

みたい。帰着分析がなぜ必要かというとき，実は法人税の望ましいタイプを構想する人々にとり， 

その分析結果が不可欠といわざるをえないからである。
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